
             

 

１０月１１日（月）と１８日（月）に、読み聞かせボ 

ランティアの皆様による、読書活動が行われました。１ 

１日は１．２年生、１８日は４．５年生を対象として行 

われ、子どもたちも真剣にお話を聞き、本の世界に夢中 

になっていました。今月も２回、活動していただき、朝 

の読書活動の充実を図っていきます。今後ともよろしく 

お願いいたします。 

 
気づきの感度 

 
校 長  野 本 昌 宏 

 

本校では、二か月に一度「思いやりアンケート」を実施しています。

子どもたちの抱えている悩みに早く気づき解決につなげたい思いか

らです。しかし、学年が上がるにつれ、本当の心の痛みを子どもたち

は書いてくれないかもしれないということを一方では考えておかな

ければなりません。 

 

さて、個人的な話で恐縮ですが、私の息子が中学の時に、腹痛による欠席が続いたこ

とがありました。そんなある日の休日に息子と買い物に行くと、突然人目を避けるよ

うな行動をとったことがありました。見ると、同じぐらいの年齢の子がいます。いじめ

の存在を強く意識した瞬間でした。息子に話を聞き、学校と相談することとしました。

学校との相談では、学年、担任等複数の先生方が対応してくれました。その後、相手側

からの謝罪もあり、大きな問題に発展することはありませんでした。 

当時は、スマホや SNS が今ほど普及しておらず、いじめは見えやすい側面があった

と感じています。しかしながら、親としてもっと敏感に気づけなかったのかという思

いは残っています。 

 

埼玉県では、毎年１１月を「いじめ撲滅強調月間」に定めています。いじめは、いじ

められた子どもにとって心身に深刻な被害が生じることもある重大な人権侵害です。 

学校では「いじめ防止等のための基本方針」を定めて、いじめの未然防止、早期発見、

早期対応に取り組んでいます。この方針を基に、子どもたちの心の奥の悩みや不安に

寄り添うとともに、「いじめは卑劣で、けっして許されない行為だ」ということを繰り

返し指導していかなければなりません。 

同時に、「いじめは起こりうる」という意識も大切です。その際に、子どもの見せる

小さな変化から子どもの困りごとや悩みに気づける、「気づきの感度」を周囲の大人が

高めていかなければなりません。学校だけでは気づかないこと、家庭では見せない子

どもの行動や表情もあります。今後とも、子どもを真ん中において、家庭と学校で「気

づきの感度」を高めながら、連携して子どもたちのより良い育ちを作っていきたいと

思います。 
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読み聞かせボランティアの皆様、ありがとうございます  
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４月２０日（金）、 離任式が行われ、退職・転出され  

 
 
 １０月１１日（月）には５年生、１５日（金）には６ 
年生が、稲刈り体験を行いました。昨年度はコロナ禍で 
体験できなかった６年生も、野本様のご厚意もあり、今 
年の５年生と一緒に稲作体験をさせていただいています。 
当日は、農家の方より、稲の刈り方や束ね方を教えてい 
ただき、子どもたちも一生懸命に作業していました。普 
段、学校ではできない貴重な体験をさせていただきまし 
た。収穫したお米は、１０月２７日（水）と１１月１５ 
日（月）の給食で使用し、おいしくいただきます。野本 
様はじめ、農家の方々には、土や水の管理、草刈り等、 
私たちのために、年間を通して作業していただき、本当 
に感謝しております。ありがとうございました。 

５．６年生 稲刈り体験 
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いじめは重大な人権侵害であり、決して許されることではあ 

りません。埼玉県は、１１月を「いじめ撲滅強調月間」に制定 

し、いじめ問題の根絶に集中的に取り組んでいます。 

いじめを受けていたり、いじめに気が付いたりしたら一人で 

悩まず相談・通報してください。相談窓口等については、本校 

のホームページにて紹介してありますので、右にある QR コー 

ドよりご参照ください。 

 

 

 

１１月は「いじめ撲滅強調月間」です 
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埼玉県では、教育に関する理解を深めていただくため、１１月１日を「彩の国教育

の日」、１１月１日から７日までを「彩の国教育週間」としています。 

 例年、県や市町村、学校、社会教育施設、各種団体等で、学校公開や親子向け体験

教室などの事業を多数実施していますが、今年度も、コロナウイルスの感染拡大の影

響を受け、多くの事業が自粛されています。このような状況だからこそ、身近な人と

「自然」「人」「本」「家族」「地域」の大切さや思い出について語り合ってみませんか。

ほっこりした話題で、元気で明るい気持ちになる教育週間にしましょう。 

＜リンク先＞ http://www.pref.saitama.lg.jp/f2215/kyouikunohi/  
 ※下忍小ホームページでもリンク先が掲載されていますので、ご参照ください。 

 

 

彩の国教育の日・彩の国教育週間について 
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